
調査結果 鳴門教育大学 

（１）研究倫理教育の体制

鳴門教育大学においては、「鳴門教育大学研究者の行動規範」において、「研究・調査

データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し，改ざん，捏造，盗用などの不正行為を為さ

ず，また加担しない。」ことを定め、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告など

の過程において誠実な行動を求めている。 

研究活動不正の防止の実施体制については、「鳴門教育大学における研究活動上の不

正行為の防止及び対応に関する規程」等に基づき、学長の下、研究・入試担当の副学長

が研究行動規範統括者として、研究者等の行動規範の遵守及び不正行為に対する措置

等に関し統括するとともに、研究倫理教育責任者を兼ねることとなっている。また、研

究行動規範統括者を委員長とする「研究行動規範委員会」において、研究倫理教育に関

する研修等について審議し、研究倫理教育研修を毎年実施している。 

＜実施体制＞ 
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（２）研究者等に対する研究倫理教育

研究活動不正に関する研修として、一般財団法人公正研究推進協会の作成する e-ラ

ーニング教材（eAPRIN）を利用した研究倫理教育を実施しており、受講状況は Webシス

テム上で確認でき、内容理解度は単元毎に課されるクイズで 80%以上の正答率が必要と

している。

研究倫理教育研修については、eAPRIN を受講することとしているが、有効期限の切

れる研究者に受講を促すのではなく、計画的に受講する考え方から、各研究者は毎年、

研究行動規範委員会において審議し選定した２科目を受講することとしている。また、

受講状況を教授会にて報告することで教員に周知するとともに、未受講者には働きか

けることにより、受講率は 100％となっている。 

このほか、研究活動不正及び研究費不正の防止に向けたリーフレットを学内で展開

している。 

（３）学生に対する研究倫理教育

学生に対しては、新入生オリエンテーションにおいて、学部１年生及び大学院１年生

に対し、リーフレット「公正な研究を推進するために研究倫理について学びましょう」

により研究倫理のポイントを説明している。 

また、「JST 研究倫理教育映像教材」をコース長及び領域・分野責任者等に案内し、

学生への研究倫理教育に努めている。 

また、RA 等、研究に関わる学生に対しては、研究者として（２）に記載した eAPRIN

の受講を求めている。 

＜リーフレット（左は「公正な研究を推進するために研究倫理について学びましょ

う」、右は研究活動不正及び研究費不正の防止に関するリーフレット＞ 
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（４）一定期間の研究データの保存及び開示

「鳴門教育大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」に基

づき、電子データ及び実験・観察ノートは 10年間、その他の研究資料等は５年間適切

に保存・管理することや、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示

しなければならないことを定めている。 

また、「国立大学法人鳴門教育大学研究データポリシー」においては、研究データの

管理、公開及び利活用の方法は、それを収集または生成した者が、法令及び大学の規程、

その他これに準ずるものの範囲内ならびに他の者の権利及び法的利益を害さない範囲

内において、決定することができる、などの考え方も定めている。 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組

（２）に記載した、研究活動不正及び研究費不正の防止に関するリーフレットのほか、

行動規範、研究活動不正及び研究費不正の防止に関連する規程および各種様式などの

関連資料をまとめ、「鳴門教育大学における研究活動の不正行為及び研究費の不正使用

への対応マニュアル」として、HPにまとめて掲載している。 

大学が作成する紀要については、「鳴門教育大学研究紀要編集等要項」において、３

名の査読者を選定し、うち１名以上は学外者とすることにより、学外者のチェックが入

る体制としている。 

生成系 AI への対応については、教職員にとっての学生に対する指導、学生にとって

の学修など、内容が異なる面があるため、教職員向け、学生向け、それぞれの留意事項

を整理し、HP に掲載している。 
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調査結果 札幌医科大学 

（１）研究倫理教育の体制

札幌医科大学では、「北海道公立大学法人札幌医科大学における研究活動に関する不

正防止プログラム」において、学生等を含む教職員等の行動原則として、研究倫理責任

者から研究活動上の不正の防止に向けた取組に関する指示又は改善を求められた場合

は、誠実に対応しなければならないことなどを定めている。 

研究不正の防止体制としては、理事長は最高管理責任者として、大学全体を統括し、

統括管理責任者及び研究倫理教育責任者が責任をもって、不正の防止ができるよう適

切に指導し、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じることとしている。ま

た、統括管理責任者として、学術研究を担当する理事を充て、最高管理責任者を補佐し、

研究活動上の不正行為の防止について全体を実質的に統括する責任と権限を持たせて

いる。 

研究倫理教育については、医学部長、保健医療学部長、医療人育成センター長は研究

倫理教育責任者として、部局内における教職員等に対する研究活動上の不正防止に向

けた具体的な指導・教育の取組に関する業務を統括している。 

また、研究倫理教育責任者等から構成される、研究倫理コンプライアンス推進委員会

を設置し、研究倫理についての研修及び教育の企画及び実施に関する事項、教職員等の

不正行為の調査に関する事項等を審議することとしている。 

研究費不正の観点で求められる研究費不正防止行動計画において、研究倫理教育の

計画についても定めており、研究不正、研究費不正防止に向けて、一体的に取り組んで

いる。 

＜体制図＞ 

（２）研究者等に対する研究倫理教育

毎年度、研究倫理教育研修（e ラーニング）を実施することとしており、医学部長が

講師となり、「研究活動に関する不正防止対策について」について説明を行っている。

受講後に理解度を確認するため、Google Form上で理解度チェックを行っている。回答

率が低かった問題に対しては、不正解の受講者に対し、問題の解説の配布及び誤答の理

由を確認することにより、どういった問題で間違いが出やすいか分析し、展開している。 

- 42 -



＜受講対象者＞ 

（３）学生に対する研究倫理教育

下記のように部局ごとに、授業の中で研究倫理教育を実施するとともに、研究室配属

後の指導等を通じて、レポート作成等と合わせて教育している。 

【医学部】 

 医学部第３学年必修科目の「研究室（基礎）」にて、研究室に学生が分かれて所属

し、４週間にわたって研究あるいは調査を行うことにより、研究倫理教育を実施して

いる。 

【保健医療学部】 

 研究方法、倫理的配慮、研究計画書の作成についての基本的知識を教える「看護学

研究Ⅰ」、研究過程の実践を通して、批判的な思考能力、論理的な表現能力、および

研究者に求められる倫理的態度を教える「看護学研究Ⅱ」、理学療法学研究の基礎(研

究の定義、意義、理論)、倫理、実験計画、計測、分析、文献的考察および論文の読

み方・書き方に関し講義・演習を行う「理学療法学研究法」、作業療法研究の一端を

各教員の指導のもとに行い、研究発表および論文作成をおこなう「作業療法学研究」

の授業を実施している。これらはいずれも必修科目として位置づけている。 

【大学院医学研究科】 

 修士課程では、一般教育科目「社会医学」において、倫理委員会委員である学内教

員が研究倫理、医学研究に関する法令・ガイドラインの講義を行っている。 

博士課程では、前期研修プログラム（基礎講義）において、必修科目として、学内

教員である倫理委員会委員長の教員から研究倫理の講義を行っている。 

【保健医療学研究科】 

 博士課程では、入学後のオリエンテーションにおいて「研究倫理特論」を必修とし、

研究計画書作成前に、当科目の履修を終えることを推奨している。教材としては、

JSPS の作成する研究倫理 e ラーニングコース等を使用している。 
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（４）一定期間の研究データの保存及び開示

「北海道公立大学法人札幌医科大学における研究活動に関する不正防止プログラム

に係る研究活動 実施要領」において、論文等における第一著者及び責任著者は、論文

等で発表された研究成果のもととなった実験データ等の研究資料を対象とし、電子デ

ータ、紙資料等の資料は 10 年間、標本、装置等の有体物の試料は５年間保存すること

としており、電子データ等はハードディスク等の記録媒体で保存するなど、保存方法に

ついても定めている。また、各研究室において保存データのバックアップの保管ないし

は定期的に所在を確認することにより、追跡可能な状態としておくなどの措置を講じ

るとともに、研究室主催者が転出又は退職する場合は、代理教授が対応を行う運用とし

ている。 

その上で、例えば、看護学科・専攻科では研究データの長期保管に関する申し合わせ

により、研究データ保管用ロッカーの運用等について定めるなど、データ保管場所を決

める等の方策を講じている。 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組

研究倫理教育に加えて、監査法人が講師となり、「研究費等に関する不正防止対策に

ついて」についての説明も行うなど、連携した取組を実施している。 

文部科学省の HP で公開されている不正事案を整理、学内で周知することにより、不

正発生要因等に関する認識の共有を図っている。 

生成系 AI の利用については、学長名義で「生成 AI ツールの利活用について」によ

り、例えば「批判的検討なしに AI生成分を論文に採用すること」などの不適切な利活

用シーンを示しつつ、生成 AI の利活用に関する注意点等を周知している。 

＜不正事案の周知＞ 
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調査結果 上智大学 

（１）研究倫理教育の体制

上智大学では、「上智大学における研究活動上の不正行為の防止等に関するガイドラ

イン」において、不正行為を規定するとともに、研究活動上の不正行為やその他の不適

切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない

ことなどを規定している。

また、同ガイドラインでは、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、大学全体

を統括する最終的な責任と権限を持つ最高責任者として学長を充て、最高管理責任者

を補佐し、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し大学全体を統括する実質的な

責任と権限を持つ統括管理責任者として学術研究担当副学長を充て、公正な研究活動

を推進するための適切な措置を講じることとしている。 

研究倫理教育については、部局等における研究倫理の向上及び不正行為の防止等並

びに研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ研究倫理教育責任者として各教

育研究組織の長（研究科委員長、学部長、研究機構長、センター長）及び各事務組織の

長（局長）を充て、各研究倫理教育責任者がそれぞれの部局等において研究倫理教育の

実施等を担っている。また、研究倫理教育責任者を補佐する研究倫理教育副責任者とし

て、専攻主任、学科長等を充てている。 

研究倫理教育は研究費の適正な使用に向けたコンプライアンス教育とも併せて実施

しており、学内の決裁機関である大学企画会議や局長会議、高等教育常務会を通じて企

画の決定等を行っている。 

研究不正の防止の取組と、研究費不正の防止の取組を連携して防止計画等を定めて

おり、研究推進センターは外部資金に関する手続きと連携して研究倫理教育の徹底等

に関する実務も担当している。 

＜体制図＞ 
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（２）研究者等に対する研究倫理教育

教員、研究者、研究補助員等を対象とし、５年に１回一般財団法人公正研究推進協会

の作成する e-ラーニング教材（eAPRIN）を受講する研究倫理教育を実施しており、シ

ステム上のテスト機能を用い、合格点を基準として内容理解度を確認している。また、

履修状況は研究推進センターが管理し、大学院委員会や局長会議の場で履修状況を共

有し、研究倫理教育責任者が各部局等で履修の徹底を図っている。さらに、研究倫理教

育の受講が必要な外部資金の応募に際し、受講状況を確認している。なお、「査読にお

ける不適切な行為の防止について（通知）」については、現在の受講コースに査読に関

する不正に係る教育内容も含まれていることを確認している。

また、研究者に対し、研究費不正の防止を含む不正防止リーフレットを配布し、通読

を求めている。 

  ＜不正防止リーフレット（不正行為防止関連部分）＞ 

部局で行っている特徴的な取組は、以下のとおりである。 

【神学部、神学研究科】 

  毎年度末に所属教員合宿を計画し、研究倫理教育の意識徹底、具体的な不正行為

防止対策について意見交換を行う機会としている。 

【地球環境学研究科】 

  研究科独自の剽窃防止説明会を年２回開催している。 

（３）学生に対する研究倫理教育

入学する大学院生を対象とし、日本学術振興会の作成する研究倫理教材 eL CoRE を

受講する研究倫理教育を、学部生を対象とし、学部生用の研究倫理ハンドブックを熟読

させる研究倫理教育を実施している。また、学会発表の際の旅費などの学内支援制度を
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用意しており、申請があった場合に研究倫理教育の受講状況を確認してから手続きを

行うなどの方法により、受講の徹底を図っている。 

また、各部局において、オリエンテーション、履修ガイダンスにおいて、レポート作

成等における剽窃行為や生成 AI の利用等についての注意喚起を行い、また、２年次以

上についても部局独自で在校生ガイダンスにおいて研究倫理教育について取り扱って

いる。このほか、授業、論文指導等の各段階において、研究倫理教育を取り込んだ教育

を実施している。留学生に対しては、授業担当教員（学部生）、指導担当教員（大学院

生）が演習、卒業論文/修士論文の指導に当たり、在学生と同水準の研究倫理教育を実

施している。研究室によっては、研究分野に関連する安全管理等とともに、研究倫理教

育やデータの保存等も含めたマニュアルを作成し、研究室に配属された学生への指導

に活用している。 

  ＜研究倫理ハンドブック＞ 

＜研究室におけるマニュアル例（抜粋）＞ 

部局で行っている特徴的な取組は、以下のとおりである。 

【機能創造理工学科】 

  学生が実験レポートを提出する前に、「盗用・剽窃という行為について」という

学生自身が章構成に沿ってテーマ等について調べて作成するレポート課題を、２

年生春学期の必修科目において課している。 
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【法学部】 

「法学部レポートのためのガイドブック」を独自に作成し、レポートの書き方の

指導などと合わせて、演習等で利用している。 

【心理学科】 

  １年次の必修科目「心理学研究法Ⅰ」、２年次の必修科目「心理学研究法ⅡA」及

び「心理学研究法ⅡB」において、研究倫理について考える機会を設け、４年次の

卒業研究ガイダンス及び卒業論文指導においても指導を行っている。 

【社会学科】 

ガイダンス及び必修の学科科目において、講義形式を基本としつつ、学部生には

ワークショップ形式と個人学修を組み合わせた方法で、大学院生にはガイダンス、

修士論文中間報告会及び必修の授業において、ワークショップ形式と個人学修を

併用して研究倫理教育を含む指導を行っている。

【文学研究科】 

  博士前期・後期の必修科目「研究指導」において、専門性を踏まえた研究指導を

行う中で、具体的な事例を挙げながら研究倫理の啓発に努めている。この他、各専

攻において、研究法や論文作成法等の科目を設置し、研究方法や研究態度について

説明している。 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示

「上智大学における研究活動上の不正行為の防止等に関するガイドライン」におい

て、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保

するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を一定期間適切に保

存・管理すること、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなけ

ればならないことを定めている。具体的には、論文等の基となった研究データ等につい

ては 10年間、資料や標本等の有体物は５年間保存することが原則となっている。また、

「上智大学 研究データ管理・利活用ポリシー」を令和６年７月に制定し、研究データ

の管理、公開および利活用の方法は、それを収集または生成した研究者が、それぞれの

研究分野の特性を考慮した上で、法令、学内規程、その他これに準ずるものの範囲内に

おいて、また、他の者の権利および法的利益を害さない範囲内で、決定することができ

るとしている。 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組

剽窃チェックツールの Turnitin社の Feedback Studioと Turnitin Originalityを、

学内でアカウントを持つ全教員及び学生が利用可能としている。 

国際共同研究を専門とする URAは研究インテグリティにも詳しいため、日本の法令、

研究倫理に十分理解していない研究者・学生向けに、研究インテグリティを含めた研究

倫理教育について講義を行っている。 

生成系 AI の教育利用について整理した「教育における生成 AI 利用に関するガイド

ライン」の中で、課題（リアクションペーパー、レポート、小論文、学位論文等）への

取組において、生成 AI が出力した文章、プログラムソースコード、計算結果等は、受

講生本人が作成したものとしては認めないことを定めている。

「上智大学における研究活動上の不正行為の防止等に関するガイドライン」では研
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究不正の防止だけでなく、他者の研究論文の査読や審査にあたる場合には、審査対象者

の属性や審査対象者との関係等によって不当な評価を行うことなく、学問的な基準や

当該審査の審査基準に基づいて、公正に審査を行うことを定めている。 
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調査結果 【愛知学院大学】 

（１）研究倫理教育の体制

愛知学院大学では、「愛知学院大学における研究者等の行動規範」において、研究活

動を行う全ての者及びこれを支援する者を研究者等と定義し、研究者等は研究活動の

不正行為や研究費の不正使用等を行わないこと、さらに、不正行為に加担しないこと、

第三者に対し、不正行為をさせてはならないこと、不正行為が行われようとしているこ

とを知った時は、それを防止するよう努めること、を定めている。 

その上で、「愛知学院大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規

程」において、学長を研究倫理の向上及び不正行為の防止等について最終責任を負う者

と位置づけ、学長は公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じることとして

いる。 

また、学長を補佐し、研究倫理の向上及び不正行為の防止等を総括する責任と権限を

有する者として、副学長又は学長補佐のうち学長が指名する者１名をもって充て、告発

及び相談が適切に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、不正行為に関わる調査

を適切に行う責任を負うこととしている。 

研究倫理教育については、学部長、教養部長及び研究科長を「研究倫理教育責任者」

としている。 

さらに、歯学部・歯学研究科及び薬学部・薬学研究科では、それぞれ不正行為に関す

る対策委員会を設置し、学部・学科における研究活動の不正防止に関する教育及び啓発、

不正防止対策に関する検討及び実施、不正が認定された場合に学長から要請される是

正措置等の任務を担うこととしている。 

＜体制図＞ 

（２）研究者等に対する研究倫理教育

従来、日本学術振興会の研究倫理 e ラーニングコース（eL CoRE）を５年に１回受講

することとしていたが、2024 年９月の学部長会及び大学院委員会において、学長が次

のとおり研究倫理教育内容等の改正を諮り、決定した。 

・一般財団法人公正研究推進協会が提供する e ラーニングプログラム（eAPRIN）（専

任教員及び大学院生等が３年に１回受講）
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・日本学術振興会の研究倫理 e ラーニングコース（eL CoRE）（専任教員以外の研究を

行う者、卒業研究等を行う学部生、関係事務職員が３年に１回受講）

・研究倫理・コンプライアンスに係る講演・講習会（３年に１回以上実施）

学部長会にて各学部の受講率を報告し、学部長から未受講者に受講を促すこととし

ている。また、従来 eL CoRE の修了証書により理解度を確認していたところ、今後は

eAPRIN でも履修管理、内容理解度の測定・把握を行う予定となっている。 

部局で行っている特徴的な取組は、以下のとおりである。 

【歯学部・歯学研究科】 

「歯科医学教育者のためのセミナーとワークショップ」を開催しており、令和元

年度以降毎年、臨床研究又は研究倫理に関するセミナーを開催している。令和４年

度、５年度はコースの一つとして、研究倫理関係のテーマで外部講師による講演を

実施している。 

【薬学部・薬学研究科】 

FD 講習会において、令和元年度、２年度、６年度に研究倫理教育のテーマを取

り上げており、令和６年度は外部講師による「研究不正はなぜ起こるのか：研究環

境を考える」講演を開催している。 

（３）学生に対する研究倫理教育

（２）に記載の通り、大学院生等は eAPRIN を、卒業研究等を行う学部生は eL CoRE

を３年サイクルで受講している。 

部局で行っている特徴的な取組は、以下のとおりである。 

【歯学部・歯学研究科】 

  学部生に対しては、「社会と歯学Ⅳ（社会歯科学）」の中で、医療倫理などととも

に研究倫理についても教育している。大学院生に対しては、歯学研究科統合講義

「歯科医学研究理論」の中で、研究倫理について説明できることを目標に研究倫理

について教育を行っている。 

【薬学部】 

  学部生に対しては、「薬学概論」の中で、研究倫理についても教育している。ま

た、臨床研究を行う学部生には研究者と同様 eAPRIN を受講させている。また、令

和６年度入学生からは、２年次の選択必修科目に eL CREの受講を織り込み、低学

年から研究倫理教育を実施していく予定。 

【教養部】 

  全学部生向けのテキストとして、１年次必修科目「教養セミナー」において、「教

養セミナー・ハンドブック 第１部 大学で学ぶために」の中で、リテラシー等大

学での学びに係る必要な情報と合わせて研究不正の防止、引用・出典・剽窃などに

ついても説明している。 
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＜教養セミナー・ハンドブック＞ 

【心理学部】 

  「心理学研究の手引き」において、レポート・論文執筆の際の注意、卒業論文の

作成、研究倫理及び研究者が順守すべき行動規範等について説明している。 

【総合政策研究科】 

  「研究計画法講義」において、「研究倫理と研究計画案作成のために」をテーマ

に、研究倫理についても教育を行っている。 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示

「愛知学院大学研究倫理規程」において、研究者等（研究活動を行う者及びこれを支

援する者）は、各研究分野の特性に従い、研究活動の過程を実験ノート等の形で記録に

残さなければならないこと、自ら主たる責任をもって研究データを保存しなければな

らないこと、転出や退職後も含め、研究活動の適正性について科学的根拠をもって説明

するために必要があれば研究データを開示しなければならないこと、を定めている。ま

た、資料の保存期間は原則 10 年、試料及び装置の保存期間は原則５年となっている。 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組

研究推進・社会連携課が研究公正セミナー、シンポジウム等に参加して情報収集し、

また、監事と研究不正防止計画についても意見交換を行うなど、様々な部署と連携して

不正行為の防止に取り組んでいる。 

また、研究不正根絶に向けた啓発ポスター、あるいは、研究費の不正使用及び研究活

動上の不正行為を防止するリーフレットを作成し、学内での周知に努めている。 

このほか、薬学部において、令和６年度より「Signals Notebook」（ChemDraw（化学

構造式の描画等ができるソフトウェア）が組み込まれた Cloud 上で使用できる電子実

験ノートブック）を導入した。 

また、令和６年度に、研究不正の防止、研究費不正の防止、研究インテグリティなど

の規程を整理しており、その一環で、愛知学院大学研究倫理規程を制定。当該規程では、

論文の査読あるいは研究業績の審査にあたる場合、審査基準及び自己の知見に基づき

公正に審査を行うことなども定めている。また、eAPRIN の受講単元に、ピアレビュー
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に関する科目を含めることで、査読における不適切な行為への対応を開始している。 

＜啓発ポスター＞

＜リーフレット（研究費の不正防止関係部分）＞ 
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調査結果 京都産業大学 

（１）研究倫理教育の体制

京都産業大学では、「京都産業大学研究倫理規程」において、二重投稿、不適切なオ

ーサーシップ等の不適切な行為等も含めて、研究活動上の不正行為について定め、「京

都産業大学研究活動における不正行為への対応に関する規程」において、研究活動に関

する不正があった場合の対応等について定めている。 

実施体制としては、研究活動、研究費の執行・管理について最終責任を負う者として、

学長を最高管理責任者と位置づけている。また、研究活動における不正行為、研究費執

行の不正行為防止等に関して、最高管理責任者を補佐し、研究費の運営・管理について

機関全体を統括する者として、統括管理責任者を置き、副学長の一人を充てている。ま

た、研究活動における不正行為、研究費執行の不正防止等に関して、実質的な責任と権

限をもつ者として執行管理責任者を置き、研究機構長を充ており、全学的なコンプライ

アンス推進及び研究倫理教育実施については執行管理責任者が責任を負う体制となっ

ている。

また、最高管理責任者（学長）を議長とする「研究機構運営委員会」を設置し、公的

研究費の不正防止対策と不正防止基本計画について審議を行っており、同委員会にお

いて必要に応じ、研究倫理教育の企画・改善などについても審議している。 

＜実施体制（不正防止基本計画より）＞ 

（２）研究者等に対する研究倫理教育

研究者に対し、研究者倫理に関する知識の修得や規範意識の向上を目的として、研究

者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講する義務を課してお

り、日本学術振興会の作成する e-ラーニング教材（eL CoRE）に含まれるコンテンツの

１つである「研究費の適切な使用」をコンプライアンス教育の基本プログラムとし、採

用時に受講させるとともに、その後５年に１回以上、同プログラムの再受講、あるいは

「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」の通読を行うこととしている。

未完了者については完了するまで各種研究費の執行を留保することもあり徹底を図っ

ている。また、これらの教材の受講を通じて適切な査読についても学習することとなっ

ている。 
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加えて、集合研修形式で「不正防止研修会」を年１～２回開催し、学内監査の結果や、

文部科学省および JSPSの情報などを活用し、コンプライアンス意識の向上に資する最

新の情報提供や不正事案の紹介に加え、本学の不正防止に対する考え方などを直接伝

達している。不正防止研修会はオンラインでも配信し、必ず受講させている。 

研究倫理教育の受講等については、研究機構運営委員会で全体計画を定めており、こ

れに基づいて、「部局長会」において年４回（４月・７月・10 月・１月）、不正防止活動

に基づく取組内容、執行ルール、不正事例（他機関を含む）の周知、共有し、「部局長

会」に出席した学部長等が学部において周知することにより、倫理意識の醸成を図って

いる。 

このほか、不正防止体制に係る本学監事との意見交換を年１回以上行い、「不正防止

研修会の実施内容」や「不正防止対策の取り組み」について報告するとともに、意見交

換の内容は、研究機構運営委員会で共有するなどの取組を行っている。 

  ＜不正防止研修会資料＞ 

（３）学生に対する研究倫理教育

学生であっても、研究に携わる場合は研究者に準じた取扱としており、具体的には、

学部学生に対しては入学時の図書館ガイダンスの機会に捏造、改ざん、盗用をしないよ

う周知しており、また、「eL CoRE」受講に関する情報提供等を行っている。 

大学院生に対しては、「eL CoRE」の受講を必須とし、新入生ガイダンス時に周知して

いる。また、科学研究費補助金等の申請をしようとする大学院生に対しては、不正防止

研修会も受講させている。 

このほか、各学部、学科では授業（ゼミ演習等）を通じて論文作成や研究の進め方を

指導し、研究所においても各研究室において同様の指導を行っている。研究室によって

は例えば、研究ノート等による研究データの管理、あるいはアンケート調査の集計結果

の分析等の際の指導など、研究に関する指導とあわせて研究倫理についても指導する

など、研究内容等を踏まえた指導を行っている。 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示

「京都産業大学研究倫理規程」に基づき、研究者に対し、

・研究のために収集又は生成した資料、情報、データ等を適切な期間保管すること、

・研究者は，研究のために収集又は生成した資料，情報，データ等の滅失，漏洩，改

ざん等を防ぐために適切な措置を講じなければならないこと、

・特に発表内容に関する資料、情報、データ等については発表後概ね５年程度保管す

ること 

などを義務付けている。 

データの保存については、学内で Microsoft の OneDrive 機能を使用可能としている。 

不正防止研修会

２０２４年１１月 ７ 日（木）
２０２４年１１月１２日（火）

研究機構

- 55 -



（５）その他研究公正の推進に向けた取組

「不正防止研修会」等を通じての周知に加え、教員に対し、毎年部局長会や教授会等

において、他大学で発生した不正事例を取りまとめた啓発資料を配付している。 

生成系 AI については、学長から学生に対するメッセージを HP に掲載し、その中で、

生成 AI は適正に使用すれば、新しい価値を創造する優れたツールとなる一方で、信頼

性の欠如や誤情報の生成、情報漏洩などの問題を抱えているとの考え方を示した上で、

生成 AI の利用に際して、以下の注意事項を指摘している。 

１. 不確かな情報が提供されることがあること

２．試験・レポートに生成 AI の回答をそのまま使用することはできないこと

３．情報漏洩の危険性があること
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調査結果 松山大学 

（１）研究倫理教育の体制

松山大学では、「学校法人松山大学研究活動行動規範」において、 研究者は研究成果

を論文などで公表することで、各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るととも

に責任を負わなければならないこと、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹

底し、捏造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しないことなどを定めて

いる。 

体制については、「松山大学・松山短期大学における研究活動の不正行為に関する取

扱規程」において、学長は総括責任者として、松山大学における研究倫理の向上及び不

正行為の防止等に関して総括するとともに、公正な研究活動を推進するための措置を

講ずることとしている。また、公正な研究を実施するための教育・啓発活動その他公正

な研究の実施及び研究活動上の不正行為の防止を図るために必要な活動をつかさどる、

松山大学・松山短期大学公正研究委員会（以下、「公正研究委員会」という。）を設置し、

副学長のうち１名が委員長となっている。公正研究委員会委員の委員、あるいは予備調

査、本調査に携わる委員に対しては、全学的な委員会の委員として勤務する負担に対し

処遇するとともに、責任を持って取り組むことを期待する考えから、学内委員も含めて

所定の手当を支給している。 

研究倫理教育については、実質的な権限と責任を有する者として、公正研究委員長が

研究倫理教育責任者となり、研究者に求められる倫理規範を修得等させるための研究

倫理教育を定期的に実施することとしている。また、研究倫理教育責任者は、必要に応

じて研究倫理教育副責任者を置くことが可能となっている。 

＜体制図＞ 

（２）研究者等に対する研究倫理教育

研究倫理教育は年１回、大学が独自に作成した e-learnig 教材「公正な研究活動の推
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進について」の受講を求めることにより実施しており、Google Formを利用して履修管

理・受講の把握を行っている。また、公的研究費に申請する者は、応募する研究費の募

集要項に準拠するよう、日本学術振興会が作成する e-learning 教材 eL CoRE を５年に

１回受講することとしており、教職員の研究活動等の状況に応じて対応している。 

公正研究委員会において、研究倫理教育に関する受講状況・研究資料及びデータの管

理状況について報告し、全学部代表者による教学会議においても周知、把握している。

未履修者がいる場合は、教学会議の委員である学部長を通じて、未履修者に受講を促し

ている。 

部局で行っている特徴的な取組は、以下のとおりである。 

【薬学部】 

 薬学部として法令順守の教育を進めるため、「薬学部における教育研究実施及び管

理体制改善計画」を定め、薬学に関する法令、動物実験や安全管理、研究に関するコ

ンプライアンスなどを体系的に教育する取り組みを推進している。

その中で、教職員に対しては、全学的に実施している研究倫理教育に加えて、隔年

で研究倫理、医療倫理、生命倫理等に関する薬学部 FD 研修会を実施している。 

＜公正な研究活動の推進について＞ 

（３）学生に対する研究倫理教育

学生に対しては、学部、大学院の新入生ガイダンスにおいて、「公正な研究活動のた

めに知っておきたい研究倫理」を配布しており、対象者には科目履修生、大学院研究生

も含めている。 

部局で行っている特徴的な取組は、以下のとおりである。 

【経済学部、経営学部、人文学部、法学部】 

各学部において、授業の演習科目において文章の書き方の指導等を行っている。 

【薬学部】 

 研究室に学生配属となる４月に、教授総会において「薬学部における教育研究実施

及び管理体制改善計画」を配布し、学部長より法令遵守、研究倫理の徹底を指示する

とともに、各研究室配属学生に対する研究関連法規及び研究倫理に関する教育・指導

の実施を依頼している。 

また、全学生に対して、「研究関連法令及び研究倫理指導記録」を配布し、アンケ

ート形式により学部全体の取組状況（法令、研究データの取扱等について説明を受け

たかの確認など）を把握している。研究室によっては、学生の配属時に研究室のマニ
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ュアルを配布し、機器の使用や実験ノートのつけ方、研究不正防止等について説明し

た後、学生が当該マニュアルについて理解した旨署名し、これを掲示することで、学

生の自覚を促しているところもある。 

 また、１年次前期配当科目である「薬学へのプロローグ」において、実験レポート

の書き方を題材に、著作権、肖像権、引用と転載の違い等文書作成の基本方法を教育

している。 

＜公正な研究活動のために知っておきたい研究倫理＞ 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示

「松山大学・松山短期大学における研究データの保存及び開示に関する規程」に基づ

き、実験ノート、数値データ、画像等の資料は原則 10 年間保存し、実験材料、標本等

の試料は５年間保存することとしている。また、保存に際しては作成者、作成日時及び

表題等を整理し、検索等可能な形で保存するなど、後日の利用及び検証を可能とするこ

と、退職に際しては、保存すべき研究データ（資料及び試料）の保存場所及び後日確認

が必要になった場合の連絡方法等を総合研究所事務部総合研究所事務室に報告するこ

と、退職後も保存期間中は適切に管理しなければならないこと、などを定めている。 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組

薬学部では、（３）に記載した研究倫理教育のほか、薬事法関連科目などについて、

2018 年度に６年次配当科目から３年次配当科目に変更するなど、法令遵守を根幹とし

た研究実施体制の確保に取り組んでいる。 
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調査結果 核融合科学研究所 

（１）研究倫理教育の体制

核融合科学研究所では、「核融合科学研究所研究者行動規範」に基づき、研究者の研

究活動について、不正行為をしないことなどを規定している。 

核融合科学研究所は大学共同利用機関法人自然科学研究機構（以下、「機構」という。）

の機関であるため、「大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不

正行為への対応に関する規程」の基づき、機構長が指名する研究倫理担当理事が統括者

として、機構における研究活動上の不正行為の防止等の取組を担当している。研究倫理

教育については、各機関の長が研究倫理教育責任者となり、各機関における啓発活動、

データ保存等も含めた取組を行っている。また、機構に属する各研究機関は「監督者」

をおいて、監督下にある者に対し、機関の不正行為防止の取組の方針に従い、必要な指

導を行う体制となっている。 

核融合科学研究所では、このような仕組みの下、研究倫理教育責任者である所長を補

佐する、研究倫理教育副責任者を置き、研究部長等を充てている。また、各ユニット長

が監督者となり、各ユニットにおいてメンターを指名して、ユニットに所属する研究者

等に対し、研究作法等の指導・助言を行っている。 

また、研究活動に関する不正行為の防止体制の強化など、機構全体の取組について審

議し、また、不正行為の調査を行うため、機構内に不正行為防止委員会が設置されてい

る。その上で、核融合科学研究所としては、令和４年度までは「不正防止委員会」を設

置し、競争的研究費の不正使用の防止等について審議する体制としていたが、服務規律、

ハラスメント対応なども含めて総合的、横断的に審議・対応可能な体制とするため、令

和５年度に服務規律委員会、ハラスメント防止対策委員会、苦情処理委員会と統合・改

組して、「研究教育改善室コンプライアンス委員会」となり、同委員会では、研究費の

不正使用やハラスメント等の防止とともに、研究活動上の不正行為の防止についても

審議する体制となっている。

＜不正行為防止体制図＞ 
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（２）研究者等に対する研究倫理教育

機構では、所属する研究者だけでなく、共同研究者や学生、研究支援人材に対しても

研究倫理教育の受講を求めている。 

具体的には、一般財団法人公正研究推進協会の作成する e-ラーニング教材 eAPIRNを

５年に１回受講することとなっており、受講状況をシステム上で確認するとともに、外

部の研究費の応募に伴う研究機関としての手続きの際に、受講していない者には受講

を促し、確認してから手続きを進めるといった運用により、受講を徹底している。 

また、研究教育改善室コンプライアンス委員会は毎年不正行為防止計画を策定する

とともに、啓発セミナーとして、科学技術振興機構（JST）の作成する映像教材のオン

ライン受講を課している。

特別共同利用研究員については、研究倫理教育をあらかじめ所属大学において受講

しておくことが望ましいとしており、特別共同利用研究員の申請書に研究倫理の受講

歴の記載を求め、把握するとともに必要に応じて受講を課している。 

（３）学生に対する研究倫理教育

総合研究大学院大学生、連携大学院学生及び特別共同利用研究員は研究者として研

究倫理教育の受講を義務付けており、研究者度同様に eAPRIN の受講を義務付けている

（所属機関において研究倫理教育を受けた者を除く）とともに、JSTの作成した映像教

材を活用して研究倫理教育を実施している。加えて、総合研究大学院大学生については、

同大学において新入生を対象に行う集中講義（総研大フレッシュマンコース）にて、研

究倫理に関する授業（選択授業）が実施されており、同授業、あるいは JST の映像教材

を活用した講習等のいずれかを受講することとしている。また、連携大学院学生につい

ては、所属する各大学においても、研究倫理教育が実施されている。 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示

核融合科学研究所では、「研究データ保存要項」において、学術雑誌に論文を投稿す

る場合、NIFS 論文情報システム(NIFS Article Information System (NAIS))に論文情

報を登録することとしており、論文が受理、掲載された場合、掲載後２週間以内に研究

データ保存手続きを行うこととしている。また「核融合科学研究所研究データ保存・開

示規則」に基づき、ソースプログラム、研究ノート、オリジナル写真等の研究データは

10 年保存、特に LHD（大型ヘリカル装置）の実験データは永久保存することとしてい

る。LHD の研究データについては、共通サーバ上に保存するだけでなく、BD 等の外部記

憶装置や、アカデミックライセンスで契約した Amazon Web Services などを活用して

何重にもバックアップを行っている。 

研究データを収集または生成した者が、法令等の範囲内、並びに他の者の権利及び法

的利益を害さない範囲内において、研究データを管理する（データの収集、生成、整理、

解析、加工、公開、共有、保存、破棄等）こととしている。各研究者は、このような考

え方に基づき、研究データ等をディスクに保存し、核融合科学研究所に提出している。

これにより、研究者の転籍、退職後も核融合科学研究所において研究データが保存され、

必要に応じて開示する仕組みとなっている。 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組

上記の取組のほか、各ユニットにおいて、定期的に開催される会合において、研究公

正に関する情報共有を行っている。また、論文執筆における所内ピアレビューによって
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研究成果の質を向上させるとともに、研究不正の起こりにくい体制を構築するなど、所

内の研究内容の特性等を踏まえた研究環境整備に取り組んでいる。 

また、機構において iThenticate を契約しており、核融合科学研究所に所属する研究

者による論文執筆時や総合研究大学院大学学生の論文指導において、iThenticateの活

用を推奨している。 
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